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イメージ 公園等に面した敷地の場合

（参考図）

 4.0ｍ以上

　　　　　　　敷地
2.0ｍ以上

　　　　公園等

　4.0ｍ以上の接道

①公園等が法第42条道路に4.0ｍ以上有効に接していること。

③敷地から公園等を通って道路まで通行上支障のない通路が確保されていること。

管理者の承諾 公園等の一部を通路として使用することが承諾されていること。

用　 途 一戸建の専用住宅の建築（新築は除く）、大規模の模様替および大規模の修繕に限る。

階　 数 地上階数２以下。

構　 造 －

規　 模 －

容積率 公園等が接する道路の最小幅員により算定。

高　 さ

その他の許可条件 －

備 考 公園等

包括同意基準1-1

①都市公園法による都市公園で安定的、日常的に利用可能なものであり、かつ、国又は地方公共
団体が所有し管理するもの。
②都市計画法第29条による公園、緑地、広場で安定的、日常的に利用可能なものであり、かつ、地
方公共団体が所有し管理するもの。

公園等を幅員4.0ｍの前面道路とみなした道路斜線(法第56条第1項1号)を適用。
（法第56条第7項による緩和なし。）

敷地および敷地の周
囲の状況

建築物に
対する条
件

法42条道路

②敷地が公園等に有効に2.0ｍ以上接し、かつ、その接する部分から反対側に4.0ｍ以
上の空地を有すること。

建築基準法施行規則第10条の３第４項第１号
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イメージ 公園等の中にある敷地の場合

（参考図）

公園等

　4.0ｍ以上の接道

①公園等が法第42条道路に4.0ｍ以上有効に接していること。

②敷地から公園等を通って道路まで通行上支障のない通路が確保されていること。

管理者の承諾 公園等の一部を通路として使用することが承諾されていること。

用　 途 公園管理施設ならびに管理者が公園等の利用目的に支障がないと認めるもの。

階　 数 －

構　 造 －

規　 模 －

容積率 公園等が接する道路の最小幅員により算定。

高　 さ

その他の許可条件 －

備 考 公園等

①都市公園法による都市公園で安定的、日常的に利用可能なものであり、かつ、国又は地方公共
団体が所有し管理するもの。
②都市計画法第29条による公園、緑地、広場で安定的、日常的に利用可能なものであり、かつ、地
方公共団体が所有し管理するもの。

包括同意基準1-2

敷地および敷地の周
囲の状況

建築物に
対する条
件

公園等が接する道路の道路斜線(法第56条第1項1号)を適用。
（法第56条第7項による緩和なし。）

敷地

法42条道路

建築基準法施行規則第10条の３第４項第１号
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イメージ 農道等整備事業による道に面する場合

（参考図）

　　　　　　法42条道路
敷地

2.0ｍ以上

農道整備事業による道 4.0ｍ以上

（県条例第6条、第7条及び第8条のいずれかに該当する建築物の場合は、この限りでない）

管理者の承諾 農道等整備事業による道を使用することが承諾されていること。

用　 途 －

階　 数 －

構　 造 －

規　 模 －

容積率 農道等整備事業による道を道路とみなして最小幅員により算定。

高　 さ

その他の許可条件 －

備 考
※農道等整備事業とは、基盤整備促進事業、広域営農団地農道整備事業、農道環境整備事業、農
林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業、ふるさと農道緊急整備事業とする。

包括同意基準2-1

敷地および敷地の周
囲の状況

建築物に
対する条
件

農道等整備事業による道を道路とみなした道路斜線(法第56条第1項1号)を適用。
（法第56条第7項による緩和なし。）

①敷地が、幅員が4.0ｍ以上の農道等整備事業による道に2.0ｍ以上有効に接しているこ
と。

建築基準法施行規則第10条の３第４項第２号

4/14



イメージ 港湾、河川又は海岸管理用通路の公的管理道に面する場合

（参考図）

　　　　　　法42条道路
敷地

2.0ｍ以上

　　　港湾、河川又は海岸管理用通路等の公的管理道 4.0ｍ以上

管理者の承諾 公的管理道を使用することが承諾されていること。

用　 途 －

階　 数 －

構　 造 －

規　 模 －

容積率 公的管理道を道路とみなして最小幅員により算定。

高　 さ

その他の許可条件 －

備 考

包括同意基準2-2

敷地および敷地の周
囲の状況

①敷地が、幅員が4.0ｍ以上の公的管理道に2.0ｍ以上有効に接していること。
（県条例第6条、第7条及び第8条のいずれかに該当する建築物の場合は、この限りでない）

建築物に
対する条
件

公的管理道を道路とみなした道路斜線(法第56条第1項1号)を適用。
（法第56条第7項による緩和なし。）

建築基準法施行規則第10条の３第４項第２号
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イメージ 用途上可分な空港又は大規模工場等の施設にある構内道の場合

（参考図）

　　　　　　法42条道路
敷地

2.0ｍ以上

　　　用途上可分な空港又は大規模工場等の施設にある構内道 4.0ｍ以上

管理者の承諾 構内道を使用することが承諾されていること。

用　 途 －

階　 数 －

構　 造 －

規　 模 －

容積率 構内道を道路とみなして最小幅員により算定。

高　 さ

その他の許可条件 －

備 考 ・構内の建築物が、用途上可分である場合に限る。

包括同意基準2-3

敷地および敷地の周
囲の状況

①敷地が、幅員が4.0ｍ以上の構内道に2.0ｍ以上有効に接していること。
（県条例第6条、第7条及び第8条のいずれかに該当する建築物の場合は、この限りでない）

建築物に
対する条
件

－

建築基準法施行規則第10条の３第４項第２号
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イメージ 敷地と法42条道路との間に河川等が存在し橋等を介している場合

（参考図）

 敷地

占用橋等

河川等

2..0ｍ以上

管理者の許可 占用する部分について許可等が得られていること。

用　 途 －

階　 数 －

構　 造 －

規　 模 －

容積率 法第42条道路の最小幅員により算定。

高　 さ

その他の許可条件 橋等を新設又は増設する場合は、占用許可書の写しを添付のこと。

備 考
河川等とは、河川法の適用を受ける河川（一級河川、二級河川、準用河川）とし、同法の適用を受け
ない水路は許可の対象外とする。

包括同意基準3-1

敷地および敷地の周
囲の状況

①敷地が、占用橋等で法42条道路に2.0ｍ以上有効に接道していること。
（県条例第6条、第7条及び第8条のいずれかに該当する建築物の場合は、この限りでない）

建築物に
対する条
件

河川等が接する道路斜線(法第56条第1項1号)を適用。
（法第56条第7項による緩和なし。）

法42条道路

建築基準法施行規則第10条の３第４項第３号
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イメージ 敷地と法42条道路との間に拡幅予定の道路用地が存在する場合

（参考図）

 　敷　地

2.0ｍ以上 拡幅予定ライン

管理者の承諾 拡幅予定部分を使用することが承諾されていること。

用　 途 －

階　 数 －

構　 造 －

規　 模 －

容積率 法第42条道路の最小幅員により算定。

高　 さ

その他の許可条件 －

備 考

拡幅予定部分

包括同意基準3-2

敷地および敷地の周
囲の状況

①拡幅予定部分が既に事業主体により買収されているもので通行上支障のない状態であ
ること。

建築物に
対する条
件

道路用地が接する道路の道路斜線(法第56条第1項1号)を適用。
（法第56条第7項による緩和なし。）

法42条道路

②敷地が、拡幅予定部分に2.0ｍ以上有効に接していること。
（県条例第6条、第7条及び第8条のいずれかに該当する建築物の場合は、この限りでない）

建築基準法施行規則第10条の３第４項第３号
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イメージ 道に沿って公共用地（官地）が存在する場合

（参考図）

 敷地

2.0ｍ以上

※①・②の公共用地（官地）の位置および数は問わないものとする

（県条例第6条、第7条及び第8条のいずれかに該当する建築物の場合は、この限りでない）

管理者の承諾 公共用地（官地）を使用することが承諾されていること。

用　 途 －

階　 数 －

構　 造 －

規　 模 －

容積率 公共用地（官地）を含めて道路とみなして最小幅員により算定。

高　 さ

その他の許可条件 －

備 考

建築物に
対する条
件

公共用地（官地）を含めて道路みなして道路斜線(法第56条第1項1号)を適用。
（法第56条第7項による緩和なし。）

包括同意基準3-3

①公共用地（官地）

敷地および敷地の周
囲の状況

①敷地が公共用地（官地）を含めた幅員4.0ｍ以上の道に2.0ｍ以上有効に接しているこ
と。

道

4
.0

ｍ
以

上

②公共用地（官地）

建築基準法施行規則第10条の３第４項第３号
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イメージ

（参考図）

既に建物が立ち並んでいる幅員1.8ｍ以上2.7ｍ未満の公的又は私的な管理通路に面している場合

建築基準法施行規則第10条の３第４項第３号包括同意基準3-4
法

4
2
条

道
路

道
路

斜
線

　生け垣・塀等
2.0m

2.0ｍ  現況通路幅員 敷地後退部分は
　 現況通路高さに

 　　　　　2.0ｍ×4.0ｍの空地
　　 2.0m     2.0m

※ 4.0ｍ

①通路は改正法施行時（平成11年5月1日）以前から存在し、建築物が立ち並んでいること。

②通路は幅員1.8ｍ以上2.7ｍ未満であること。

③通路は範囲、形態が明確に確認でき、通行に支障のないよう適切に管理されていること。

④敷地は通路に2.0ｍ以上有効に接していること。

通路を使用することが承諾されていること。

通路についての協議

用　 途 一戸建の専用住宅（令第130条の3に規定する兼用住宅を含む）に限る。

階　 数 地上階数3以下とする。

構　 造 －

規　 模 －

容積率 通路を幅員を4.0ｍの道路とみなし算定。

高　 さ

その他の許可条件

備考 ・敷地面積は、敷地後退部分（空地）を除くものとする。

合わせること

※4.0ｍ：敷地後退部分の反対側に後退を要しない敷地があり、そ
の土地所有者等との間で中心後退の協議が整わない場合、又は、
水路等がある場合とする。

⑤敷地は通路の中心線から2.0ｍ後退し空地を確保すると共にｾｯﾄﾊﾞｯｸﾗｲﾝを明確に現地に表
示すること。

敷地

1.8ｍ以上2.7ｍ未満通路

法
4
2
条

道
路

敷地後退部分

管理者･所有者の承諾

道
路

斜
線

敷地を後退して出来た空地部分に工作物、生け垣等がある場合は、それを撤去し空地確保を確認後許可
するものとする。

敷地

敷地

敷地

建築物に
対する条
件

⑥行き止まり（袋小路）通路にあっては、現況の終端に原則として2.0ｍ×4.0ｍ以上の空地を通
路に有効に接して敷地内に確保されていること。

通路を幅員4.0ｍの道路とみなした道路斜線(法第56条第1項1号)を適用。
（法第56条第7項による緩和なし。）

敷地および敷地の周
囲の状況

通路に面する関係権利者（角地の権利者含む）全員の間で、空地確保（ｾｯﾄﾊﾞｯｸ）について協議
されていること。

　　　 通路中心線

10/14



イメージ

（参考図）

建築基準法施行規則第10条の３第４項第３号包括同意基準3-4

既に建物が立ち並んでいる幅員1.8ｍ以上2.7ｍ未満の公的又は私的な管理通路に面している場合

法
4
2
条

道
路

道
路

斜
線

法
4
2
条

道
路

　生け垣・塀等
2.0m

2.0ｍ  現況通路幅員 敷地後退部分は
　 現況通路高さに

　　 2.0m     2.0m

※ 4.0ｍ

①通路は改正法施行時（平成11年5月1日）以前から存在し、建築物が立ち並んでいること。

②通路は幅員1.8ｍ以上2.7ｍ未満であること。

③通路は範囲、形態が明確に確認でき、通行に支障のないよう適切に管理されていること。

④敷地は通路に2.0ｍ以上有効に接していること。

通路を使用することが承諾されていること。

通路についての協議

用　 途 一戸建の専用住宅（令第130条の3に規定する兼用住宅を含む）に限る。

階　 数 地上階数3以下とする。

構　 造 －

規　 模 －

容積率 通路を幅員を4.0ｍの道路とみなし算定。

高　 さ

その他の許可条件

備考 ・敷地面積は、敷地後退部分（空地）を除くものとする。

　　　 通路中心線
合わせること

敷地

法
4
2
条

道
路

道
路

斜
線

敷地

法
4
2
条

道
路

敷地を後退して出来た空地部分に工作物、生け垣等がある場合は、それを撤去し空地確保を確認後許可
するものとする。

通路に面する関係権利者（角地の権利者含む）全員の間で、空地確保（ｾｯﾄﾊﾞｯｸ）について協議
されていること。

※4.0ｍ：敷地後退部分の反対側に後退を要しない敷地があり、そ
の土地所有者等との間で中心後退の協議が整わない場合、又は、
水路等がある場合とする。

敷地および敷地の周
囲の状況

⑤敷地は通路の中心線から2.0ｍ後退し空地を確保すると共にｾｯﾄﾊﾞｯｸﾗｲﾝを明確に現地に表
示すること。

敷地後退部分

管理者･所有者の承諾

建築物に
対する条
件

通路を幅員4.0ｍの道路とみなした道路斜線(法第56条第1項1号)を適用。
（法第56条第7項による緩和なし。）

1.8ｍ以上2.7ｍ未満通路
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イメージ

（参考図）

　　法42条道路

　　　　　敷地

　　　2.0ｍ×4.0ｍの空地

2.0m
2.0m

　　通路中心線

　　敷地
　　敷地

①通路は改正法施行時（平成11年5月1日）以前から存在し、建築物が立ち並んでいること。

②通路は幅員2.7ｍ以上4.0ｍ未満であること。

③通路は範囲、形態が明確に確認でき、通行に支障のないよう適切に管理されていること。

通路を使用することが承諾されていること。

通路についての協議

用　 途 －

階　 数

構　 造 －

規　 模 －

容積率 通路を幅員を4.0ｍの道路とみなし算定。

高　 さ

その他の許可条件

備考 ・敷地面積は、敷地後退部分（空地）を除くものとする。

※当該敷地の反対側に後退を要しない敷地がある場合は、包括同
意基準3-5にならうものとする。

④敷地は通路に2.0ｍ以上有効に接していること。
（県条例第6条、第7条及び第8条のいずれかに該当する建築物の場合は、この限りでない）

包括同意基準3-5

既に建物が立ち並んでいる幅員2.7ｍ以上4.0ｍ未満の公的又は私的な管理通路に面している場合

敷地

敷地後退部分は現況通路高
さに合わせること

敷地

2
.7

ｍ
以

上
4
.0

ｍ
未

満

建築基準法施行規則第10条の３第４項第３号

⑥行き止まり（袋小路）通路にあっては、現況の終端に原則として2.0ｍ×4.0ｍ以上の空地を通
路に有効に接して敷地内に確保されていること。

通路に面する関係権利者（角地の権利者含む）全員の間で、空地確保（ｾｯﾄﾊﾞｯｸ）について協
議されていること。

敷地を後退して出来た空地部分に工作物、生け垣等がある場合は、それを撤去し空地確保を確認後許
可するものとする。

管理者･所有者の承諾

建築物に
対する条
件

通路を幅員4.0ｍの道路とみなした道路斜線(法第56条第1項1号)を適用。
（法第56条第7項による緩和なし。）

地上階数2以下とする。ただし、一戸建の専用住宅（令第130条の3に規定する兼用住宅を含
む）については、地上階数3以下とすることができる。

敷地および敷地の周
囲の状況

⑤敷地は通路の中心線から2.0ｍ後退し空地を確保すると共にｾｯﾄﾊﾞｯｸﾗｲﾝを明確に現地に表
示すること。
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イメージ

（参考図）

　　法42条道路

　　　 2.0ｍ
2.0m

　　通路中心線

　　敷地

①通路は改正法施行時（平成11年5月1日）以前から存在し、建築物が立ち並んでいること。

②通路は幅員2.7ｍ以上4.0ｍ未満であること。

③通路は範囲、形態が明確に確認でき、通行に支障のないよう適切に管理されていること。

通路を使用することが承諾されていること。

通路についての協議

用　 途 －

階　 数

構　 造 －

規　 模 －

容積率 通路を幅員を4.0ｍの道路とみなし算定。

高　 さ

その他の許可条件

備考 ・敷地面積は、敷地後退部分（空地）を除くものとする。

包括同意基準3-5

既に建物が立ち並んでいる幅員2.7ｍ以上4.0ｍ未満の公的又は私的な管理通路に面している場合

敷地後退部分は現況通路高
さに合わせること

2
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未

満

　敷地 　　敷地 法
4
2
条

道
路

建築基準法施行規則第10条の３第４項第３号

敷地を後退して出来た空地部分に工作物、生け垣等がある場合は、それを撤去し空地確保を確認後許
可するものとする。

地上階数2以下とする。ただし、一戸建の専用住宅（令第130条の3に規定する兼用住宅を含
む）については、地上階数3以下とすることができる。

通路に面する関係権利者（角地の権利者含む）全員の間で、空地確保（ｾｯﾄﾊﾞｯｸ）について協
議されていること。

※当該敷地の反対側に後退を要しない敷地がある場合は、包
括同意基準3-5にならうものとする。

管理者･所有者の承諾

建築物に
対する条
件

通路を幅員4.0ｍの道路とみなした道路斜線(法第56条第1項1号)を適用。
（法第56条第7項による緩和なし。）

敷地および敷地の周
囲の状況 ④敷地は通路に2.0ｍ以上有効に接していること。

（県条例第6条、第7条及び第8条のいずれかに該当する建築物の場合は、この限りでない）

⑤敷地は通路の中心線から2.0ｍ後退し空地を確保すると共にｾｯﾄﾊﾞｯｸﾗｲﾝを明確に現地に表
示すること。
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（参考図）

包括同意基準3-6

既に建物が立ち並んでいる幅員4.0ｍ以上の公的又は私的管理の通路に面している場合

道
路

斜
線

建築基準法施行規則第10条の３第４項第３号

建築物

①通路は改正法施行時（平成11年5月1日）以前から存在し、建築物が立ち並んでいること。

②通路は幅員4.0ｍ以上の公的又は私的管理のものであること。

③通路は範囲、形態が明確に確認でき、通行に支障のないよう適切に管理されていること。

通路を使用することが承諾されていること。

通路についての協議 －

用　 途 －

階　 数 －

構　 造 －

規　 模 －

容積率 通路を道路とみなし算定。

高　 さ

その他の許可条件 －

備考

建築物に
対する条
件

通路を道路とみなし現況幅員による道路斜線(法第56条第1項1号)を適用。
（法第56条第7項による緩和なし。）

4
.0

m
以

上

4.0ｍ以上

敷地および敷地の周
囲の状況

④敷地は通路に2.0ｍ以上有効に接していること。
（県条例第6条、第7条及び第8条のいずれかに該当する建築物の場合は、この限りでない）

　公的・私的管理の通路

法
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道
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敷地

道
路
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管理者･所有者の承諾
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